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以 上 

 

本メルマガは山下税理士に日常業務の中から「間違いやすい・見落としがちな」税務のチェックポイントをＱ&Ａ形式で

ご寄稿頂いたものになります。ぜひご参考になさってください。 

 

『質問』 

連結子法人がなくなった場合の申告手続き  

≪内容≫ 

連結親法人の甲社（３月決算）は、乙社（３月決算）１社のみを連結子法人とし連結納税で申告して

います。 

 今般、事業上の都合から、平成２９年１月１日付けで甲社は乙社を吸収合併しました。吸収合併に

より乙社は消滅しましたので、甲社は連結子法人がなくなり単独法人となります。 

 合併期日である平成２９年１月１日の前後における甲社及び乙社の事業年度の捉え方、申告の方法

（連結申告か単体申告か）についてご教示ください。 

『答』 

  連結親法人甲社及び連結子法人乙社は平成２８年４月１日～平成２８年１２月３１日の事業年度に 

ついては連結し、連結事業年度として連結申告することになります。 

その後、甲社は、平成２９年１月１日～平成２９年３月３１日の事業年度について、単体事業年度 

として単体申告することになります。 

 

（解説） 

１ 連結納税は、内国法人及び当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係がある他の内国

法人のすべてが当該内国法人を納税義務者として法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受け

た場合に認められる納税制度（法法４の２）でありますから、内国法人（連結親法人）による完全支配

関係がある他の内国法人（連結子法人）は少なくとも１つ以上なければなりません。したがって、１つ

しかなかった連結子法人がなくなったことにより、連結法人が連結親法人のみとなった場合には、その

連結子法人がなくなった日以後の期間について、連結納税の承認はその効力を失うものとされています

（法法４の５（２）二）。 

２ ご質問の場合、連結親法人甲社は、平成２９年１月１日付けで連結子法人乙社を吸収合併し連結子

法人がなくなりましたので、法人税法第４条の５第２項第２号により連結子法人がなくなった平成２９

年１月１日に連結納税の承認が取り消されたものとみなされ、平成２９年１月１日以後の期間について 
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連結納税の承認はその効力を失います。この結果、平成２９年１月１日以後は単体納税の法人となりま

す。 

 ところで、連結親法人甲社の事業年度は、連結事業年度の中途において連結子法人がなくなったこと

により連結法人が連結親法人のみとなりますので、法人税法第１４条第１項第１４号により、平成２８

年４月１日～平成２８年１２月３１日までと平成２９年１月１日～平成２９年３月３１日までの各事

業年度とみなされ、前者は連結事業年度と、後者は単体事業年度となります。 

３ 次に、連結子法人乙社の事業年度は、連結事業年度の中途において合併により解散しますので、法

人税法第１４条第１項第１０号により平成２８年４月１日～平成２８年１２月３１日までの事業年度

とみなされます。 

 このみなされた事業年度は、連結事業年度に含まれないとして掲げられている法人税法第１５条の２

第１項第２号の事業年度に該当しますが、その事業年度末である平成２８年１２月３１日は、連結親法

人事業年度終了の日（上記２により、連結親法人甲社は平成２８年４月１日～平成２８年１２月３１日

までが連結事業年度となります。）でもありますので、法人税法第１５条の２第１項の但し書きのかっ

こにある「その末日が連結親法人事業年度終了の日である期間を除く。」の定めから、結局、連結事業

年度となります。 

４ 以上の結果、連結親法人甲社及び連結子法人乙社は平成２８年４月１日～平成２８年１２月３１日

の事業年度については連結し、連結事業年度として連結申告することになります。 

 その後、甲社は、平成２９年１月１日～平成２９年３月３１日の事業年度について、単体事業年度と

して単体申告することになります。 
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